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温室効果ガスの削減イメージ
第３章 ⾧期的な目標

第１章 基本的事項 赤色部:温室効果ガス排出量及び生物多様性国家戦略関連
青色部:その他、主な改定内容関連

第四次宮崎県環境基本計画（改定計画）の概要

１ 計画改定の経緯・趣旨
２ 計画の性格と役割

生物多様性基本法に基づく「地域戦略」としての位置づけ
（国において「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を踏まえた国家戦略を策定）

３ 計画の期間
４ 対象とする環境

第２章 本県を取り巻く諸情勢
１ 自然・気候等の特性 ４ 県民の環境意識

令和７年の県民、県内事業者の環境意識を記載２ 社会経済の動向
５ 本県環境の現状と課題３ 環境を取り巻く国内外の動向

１ 目指すべき環境像
２ 令和12（2030）年度の宮崎県の姿
３ 温室効果ガスの削減目標等
〇国の地球温暖化対策計画に準じて2035年度及び
2040年度の温室効果ガス削減目標値（2013年度比）を追加
・2035年度 72%削減（国 60%削減）
・2040年度 83%削減（国 73%削減）

４ 施策展開において重要となる視点
〇国の第六次環境基本計画の上位目的である
「ウェルビーイング（高い生活の質）」を基本的考えに位置づけ
・「SDGｓ」と「地域循環共生圏」
・国際的な課題への地域での取組～気候変動、プラスチックごみ～
・持続可能な生産と消費を実現する経済システムのグリーン化
（改定前:コロナ禍からの経済活動の正常化と地球温暖化対策などを同時に実現する「グリーンリカバリー」）

本計画は、環境保全を総合的に推進するため令和3年３月に策定され、令和３～12年度までの10年間を計画期間としています。
中間期を迎えることから、国内外の情勢の変化に的確に対応するため中間見直しを行いました。
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５­1 環境教育の推進
【施策の方向】
・土呂久公害を踏まえた環境教育事業の実施を追記

第５節 環境保全のために行動する人づくり

第４章 分野別の施策の展開

第６節 環境と調和した地域・社会づくり
６­2 快適な生活空間の創出
【現状と課題】
・農山漁村滞在型旅行（農泊）の取組について追記

〇2050年ゼロカーボン社会の実現に向けたロードマップ
【2030年の姿】・県内の脱炭素先行地域 ４地域

→県内の地域脱炭素推進交付金活用地域 ５地域
・再造林率80%→90%

１「2050年ゼロカーボン社会づくり」プロジェクト 2「みやざき地域循環共生圏づくり」プロジェクト

第5章 重点プロジェクト

第１節 脱炭素社会の構築

第２節 循環型社会の形成

第３節 地球環境、大気・水環境等の保全

第４節 生物多様性の保全
生物多様性基本法に基づく「地域戦略」としての位置づけ1­1 温室効果ガス排出削減

【施策の方向】
・「GXによる取組」→「GX、DXによる両面での取組」に修正

1­3 二酸化炭素吸収源対策
【施策の方向】
・Jークレジット制度を活用した森林整備の推進に修正

1­4 気候変動への適応
【施策の方向】
・地球温暖化に対応した森林病害虫の防除を追記

2­2 廃棄物の適正処理の推進
【施策の方向】
・広域処理の円滑化に向けた搬入制限の見直し
隣接３県（大分・熊本・鹿児島）から排出された産業廃
棄物であって、優良産廃処理業者が関与し、安全性・適
正性の確保がより徹底されるものについて、新たに県内
への搬入を認める。

３­2 水環境の保全
【現状と課題】
・県内でPFASの指針値超過が確認されたことを追記
・PFASが指針値を超過した地点において 継続監視の
必要性を追記

４­1 生物多様性の健全性の確保
【施策の方向】
・外来種への生息域の拡大防止に
向けた取組について追記

４­2 県土の区分に応じた生物多様性の保全
【施策の方向】
・生物多様性を増進する活動団体
の認定の推進について追記

４­3 社会活動における生物多様性の増進
【施策の方向】
・生態系由来の防災・減災効果
（Eco-DRR） の維持について追記

[県内で確認された新たな外来種]

コウライオヤニラミ

[県内で確認された主な特定外来生物]

アライグマ ハイイロゴケグモ

オオキンケイギク

【各主体に求められる役割】
・外来種を取り扱う事業者における
「外来種被害予防三原則」の徹底を追記

【県HP】第四次宮崎県環境基本計画（改定計画）について
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kankyoshinrin/kense/kekaku/
20230316103417.html

第四次宮崎県環境基本計画（改定計画）の概要


